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新
た
な
支
援
制
度
が
ス
タ
ー
ト

　

安
来
市
は
若
い
世
代
の
定
住
に
力

を
入
れ
て
い
ま
す
。
子
育
て
の
充
実

や
働
く
場
の
確
保
を
は
じ
め
、
住
環

境
の
整
備
に
努
め
て
い
ま
す
。
特

に
、
安
来
市
へ
の
Ｉ
タ
ー
ン
・
Ｕ
タ
ー

ン
を
希
望
す
る
人
に
は
、
住
宅
の
確

保
を
応
援
し
て
い
ま
す
。

　

ハ
ー
モ
ニ
ー
タ
ウ
ン
汐
彩
（
安
来

市
汐
手
が
丘
）
で
は
、
今
年
度
か
ら

新
た
な
支
援
制
度
を
始
め
ま
し
た
。

新
築
時
に
１
０
０
万
円
を
補
助
す
る

「
新
築
支
援
補
助
金
」
を
は
じ
め
、

「
住
宅
地
貸
付
」
「
定
期
借
地
権
」
の

制
度
を
設
け
ま
し
た
。
こ
の
３
つ
の

制
度
は
、
皆
さ
ん
の
ラ
イ
フ
ス
タ
イ

ル
に
合
わ
せ
て
選
ん
で
い
た
だ
く
こ

と
が
で
き
ま
す
。

水
と
緑
に
包
ま
れ
た
景
観

　

ハ
ー
モ
ニ
ー
タ
ウ
ン
汐
彩
は
、
中

海
に
面
し
た
自
然
豊
か
な
場
所
で

す
。
住
宅
団
地
内
に
は
公
園
や
緑

地
、
街
路
樹
が
整
備
さ
れ
、
四
季
を

通
し
て
自
然
を
肌
で
感
じ
る
こ
と
が

新
た
な
制
度
で

マ
イ
ホ
ー
ム
の

購
入
を
応
援
し
ま
す

で
き
る
魅
力
的
な
環
境
で
す
。
同
住

宅
団
地
周
辺
の
景
観
は
、
し
ま
ね
景

観
賞
優
秀
賞
に
選
ば
れ
て
い
ま
す
。

　

分
譲
地
は
残
り
44
区
画
（
６
月
末

現
在
）
。
新
た
な
制
度
は
、
今
年
度

か
ら
２
０
２
３
年
３
月
31
日
ま
で
に

契
約
し
た
人
が
対
象
に
な
り
ま
す
。

　

今
年
度
か
ら
新
た
な
制
度
を
創
設

し
、
皆
さ
ん
の
住
宅
取
得
を
支
援
し

ま
す
。
住
ま
い
を
検
討
中
の
人
は
ぜ

ひ
、
現
地
へ
ご
来
場
く
だ
さ
い
。
支

援
制
度
の
詳
細
は
、
専
用
ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ
で
も
紹
介
し
て
い
ま
す
。

ハーモニー
　タウン
　　　汐彩

【問い合わせ】
▼分譲全般、新築支援補助金
　　　　　　　　　制度について
安来市土地開発公社

　　　　　　　☎ 0854-23-3388

▼住宅地貸付、定期借地権
　　　　　　　　　制度について
安来市都市政策課　

　　　　　　　☎ 0854-23-3310

【ホームページ】

https://yasugi-tochi.jp/
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1
新築時に 100 万円を補助

　　　　「新築支援補助金」
2023 年３月 31 日までに土地開発公社から分譲地

を購入し、３年以内に自らの居住目的で住宅を建

築する場合、新築支援として 100 万円を補助しま

す。

2
35 年後に返還か譲り受けが選べる
　　　　　　　　　　　　　「住宅地貸付」

土地を購入するのではなく、安来市から 35 年間、有

償にて土地を借り受け、住宅（集合住宅を含む）を

建築する目的の制度です。

35 年後には、土地を安来市から無償で譲り受けるこ

とができます。賃料は区画ごとに異なります。

３
月 7,000 円で 51年間借りる「定期借地権」
土地を購入するより、安価な費用でマイホームを持つことができま

す。土地の賃料は、どの区画でも一律 7,000 円（月額）。土地にかか

る費用が安価なので、建物の建築費用や家計に回すことができます。

「定期借地権設定契約」を安来市と締結し、51 年後には更地にした

うえで安来市へ返却することを条件とした制度です。契約期間の延

長はありません。

現在活用できる３つの制度です～ハーモニータウン汐彩分譲

　

こ
の
住
宅
地
の
一
番
の
セ
ー

ル
ス
ポ
イ
ン
ト
は
、
海
辺
の
ロ

ケ
シ
ョ
ー
ン
と
景
観
の
素
晴
ら

し
さ
で
す
。
海
岸
沿
い
は
ラ
ン

ニ
ン
グ
や
散
歩
を
楽
し
む
方
が

た
く
さ
ん
お
ら
れ
ま
す
よ
。
子

ど
も
か
ら
年
配
の
方
ま
で
楽
し

む
こ
と
が
で
き
る
広
い
公
園
を

整
備
す
る
な
ど
、
住
環
境
は
充

実
し
て
い
ま
す
。

　

新
た
な
制
度
は
お
客
様
の
負

担
を
軽
減
す
る
た
め
、
近
隣
の

住
宅
地
に
は
な
い
選
べ
る
メ

ニ
ュ
ー
を
用
意
し
ま
し
た
。
来

年
に
は
消
費
税
率
が
上
が
り
ま

す
の
で
、
こ
れ
ら
の
制
度
を
活

用
い
た
だ
け
れ
ば
と
思
い
ま
す
。

　

家
を
建
て
た
い
と
考
え
て
い

る
方
、
新
制
度
に
関
心
を
お
持

ち
の
方
は
、
ぜ
ひ
一
度
ご
相
談

く
だ
さ
い
。
ま
た
、
夏
休
み
で

帰
省
中
の
方
に
も
ご
紹
介
く
だ

さ
い
。

安来市土地開発公社

　小林勝則 専務理事

住
宅
取
得
の
負
担
を

軽
減
で
き
る
制
度
を
用
意


